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○阿南市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 

平成２７年１２月２５日 

阿南市条例第２２号 

改正 平成２９年６月２７日条例第１９号 

平成３０年１２月２５日条例第２５号 

令和２年１月１７日条例第３号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成２５年法律第２７号。以下「法」という。）第９条第２項の規定に基づく

個人番号の利用及び法第１９条第１０号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１） 個人番号 法第２条第８項に規定する個人番号をいう。 

（２） 特定個人情報 法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

（３） 個人番号利用事務実施者 法第２条第１２項に規定する個人番号利用事務実施

者をいう。 

（４） 情報提供ネットワークシステム 法第２条第１４項に規定する情報提供ネット

ワークシステムをいう。 

（市の責務） 

第３条 阿南市（以下「市」という。）は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、

その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りな

がら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。 

（個人番号の利用範囲） 

第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１の左欄に掲げる執行機関が行う

同表の右欄に掲げる事務、別表第２の左欄に掲げる執行機関が行う同表の中欄に掲げる

事務及び市の執行機関が行う法別表第２の第２欄に掲げる事務とする。 

２ 別表第２の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要

な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利

用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用

して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる

場合は、この限りでない。 

３ 市の執行機関は、法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、

同表の第４欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用する

ことができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他

の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、

この限りでない。 

４ 第２項本文の規定により特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則

その他の規程（以下「条例等」という。）の規定により当該執行機関に対して当該特定
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個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられている申請その他これ

に準ずる行為がなされたときは、当該書面の提出があったものとみなす。同項ただし書

の規定により特定個人情報の提供を受けることができる場合においても、同様とする。 

（特定個人情報の提供ができる場合） 

第５条 法第１９条第１０号の規定による特定個人情報の提供は、別表第３の第１欄に掲

げる情報照会機関が同表の第２欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、その求

めに応じて同表の第３欄に掲げる情報提供機関がその保有する同表の第４欄に掲げる

特定個人情報を当該情報照会機関に提供する場合に限るものとする。 

２ 前項の規定により特定個人情報の提供があった場合において、他の条例等の規定によ

り当該情報照会機関に対して当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出

が義務付けられている申請その他これに準ずる行為がなされたときは、当該書面の提出

があったものとみなす。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

附 則 

この条例は、法附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日（平成２８年１月１日）から

施行する。ただし、第４条第２項ただし書、第３項ただし書及び第４項後段の規定は、法

附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

附 則（平成２９年６月２７日条例第１９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（阿南市個人情報保護条例の一部改正） 

２ 阿南市個人情報保護条例（平成２７年阿南市条例第１８号）の一部を次のように改正

する。 

第３７条第１項第１号オ中「第２８条」を「第２９条」に改める。 

附 則（平成３０年１２月２５日条例第２５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年１月１７日条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

執行機関 事務 

１ 市長 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）による保健事業に関する

事務であって規則で定めるもの 

２ 市長 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）による特

定健康診査又は特定保健指導に関する事務であって規則で定めるもの 

３ 教育委員会 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）による子どものため

の教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地

域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるも
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の 

４ 市長 生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）による生活困窮者

住居確保給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの 

５ 教育委員会 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 

６ 市長 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規

則で定めるもの 

７ 市長 阿南市こどもの医療費の助成に関する条例（昭和４８年阿南市条例第２

号）による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 

８ 市長 阿南市重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例（昭和４

８年阿南市条例第１１号）による重度心身障がい者及びひとり親家庭の

父母等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 

９ 市長 阿南市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年阿南市条例第３２

号）による災害弔慰金の支給等に関する事務であって規則で定めるもの 

１０ 教育委員

会 

就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 

１１ 市長 重度身体障害者住宅改造費助成金又は重度身体障害者用自動車改造費助

成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの 

１２ 削除  

１３ 市長 病児・病後児保育の実施に関する事務であって規則で定めるもの 

１４ 市長 行政措置としての予防接種の実施に関する事務であって規則で定めるも

の 

１５ 市長 臨時福祉給付金支給事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの 

１６ 市長 軽度・中等度難聴児補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定

めるもの 

１７ 市長 後見開始等の審判申立て及び費用等の助成に関する事務であって規則で

定めるもの 

１８ 市長 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付に関する事務であって規則

で定めるもの 

別表第２（第４条関係） 

執行機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）による助産施設における助産

の実施、母子生活支援施設における

保護の実施、保育所における保育の

実施若しくは措置又は費用の徴収に

関する事務であって規則で定めるも

の 

（１） 身体障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）による身体障害者手

帳、精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律（昭和２５年法律第１２３

号）による精神障害者保健福祉手帳又

は知的障害があると判定された者等

に対し交付する手帳に関する情報（以

下「障がい者関係情報」という。）で

あって規則で定めるもの 
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（２） 生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）による保護の実施又は就労

自立給付金若しくは進学準備給付金

の支給に関する情報（以下「生活保護

関係情報」という。）であって規則で

定めるもの 

（３） 地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）その他の地方税に関する法律

に基づく条例の規定により算定した

税額又はその算定の基礎となる事項

に関する情報（以下「地方税関係情報」

という。）であって規則で定めるもの 

（４） 児童扶養手当法（昭和３６年法

律第２３８号）による児童扶養手当の

支給に関する情報（以下「児童扶養手

当関係情報」という。）であって規則

で定めるもの 

（５） 特別児童扶養手当等の支給に関

する法律（昭和３９年法律第１３４

号）による特別児童扶養手当、障害児

福祉手当又は特別障害者手当の支給

に関する情報（以下「特別児童扶養手

当関係情報」という。）であって規則

で定めるもの 

２ 市長 児童福祉法による障害児通所給付

費、特例障害児通所給付費、高額障

害児通所給付費、肢体不自由児通所

医療費、障害児相談支援給付費若し

くは特例障害児相談支援給付費の支

給、障害福祉サービスの提供又は費

用の徴収に関する事務であって規則

で定めるもの 

（１） 障がい者関係情報であって規則

で定めるもの 

（２） 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

（３） 地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

３ 市長 児童福祉法による里親認定又は養育

里親の登録に関する事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定める

もの 

４ 市長 予防接種法（昭和２３年法律第６８

号）による予防接種の実施又は実費

の徴収に関する事務であって規則で

定めるもの 

生活保護関係情報であって規則で定め

るもの 
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５ 市長 身体障害者福祉法による障害福祉サ

ービス、障害者支援施設等への入所

等の措置又は費用の徴収に関する事

務であって規則で定めるもの 

（１） 障がい者関係情報であって規則

で定めるもの 

（２） 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

（３） 地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

（４） 障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）による自立支

援給付の支給に関する情報（以下「障

がい者自立支援給付関係情報）とい

う。）であって規則で定めるもの 

６ 市長 精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律による診察、入院措置、費用

の徴収又は退院等の請求に関する事

務であって規則で定めるもの 

（１） 障がい者関係情報であって規則

で定めるもの 

（２） 精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律第３０条の２に規定する

他の法律による医療に関する給付の

支給に関する情報であって規則で定

めるもの 

（３） 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

（４） 地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

（５） 障がい者自立支援給付関係情報

であって規則で定めるもの 

７ 市長 生活保護法による保護の決定及び実

施又は徴収金の徴収に関する事務で

あって規則で定めるもの 

（１） 障がい者関係情報であって規則

で定めるもの 

（２） 公営住宅法（昭和２６年法律第

１９３号）による公営住宅（同法第２

条第２号に規定する公営住宅をいう。

以下同じ。）の管理に関する情報であ

って規則で定めるもの 

８ 市長 地方税法その他の地方税に関する法

律及びこれらの法律に基づく条例に

よる地方税の賦課徴収に関する事務

であって規則で定めるもの 

（１） 身体障害者福祉法による障害福

祉サービス又は障害者支援施設等へ

の入所等の措置に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

（２） 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

（３） 国民健康保険法による資格に関
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する情報であって規則で定めるもの 

（４） 高齢者の医療の確保に関する法

律による後期高齢者医療保険料の徴

収に関する情報であって規則で定め

るもの 

（５） 介護保険法（平成９年法律第１

２３号）による介護保険料の徴収に関

する情報であって規則で定めるもの 

（６） 障がい者関係情報であって規則

で定めるもの 

（７） 障がい者自立支援給付関係情報

であって規則で定めるもの 

（８） 障害者控除対象者認定に関する

情報であって規則で定めるもの 

９ 市長 公営住宅法による公営住宅の管理に

関する事務であって規則で定めるも

の 

（１） 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

（２） 地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

１０ 市長 国民健康保険法による保険給付の支

給又は保健事業に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

（１） 医療保険各法（健康保険法（大

正１１年法律第７０号）、船員保険法

（昭和１４年法律第７３号）、私立学

校教職員共済法（昭和２８年法律第２

４５号）、国家公務員共済組合法（昭

和３３年法律第１２８号）、国民健康

保険法又は地方公務員等共済組合法

（昭和３７年法律第１５２号）をい

う。）又は高齢者の医療の確保に関す

る法律による医療に関する給付の支

給又は保険料の徴収に関する情報（以

下「医療保険給付関係情報」という。）

であって規則で定めるもの 

（２） 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

（３） 地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

（４） 公営住宅法による公営住宅の管

理に関する情報であって規則で定め

るもの 

（５） 阿南市こどもの医療費の助成に
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関する条例による医療費の助成に関

する情報であって規則で定めるもの 

（６） 阿南市重度心身障がい者等に対

する医療費の助成に関する条例によ

る医療費の助成に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

１１ 市長 知的障害者福祉法（昭和３５年法律

第３７号）による障害福祉サービス、

障害者支援施設等への入所等の措置

又は費用の徴収に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

（１） 障がい者関係情報であって規則

で定めるもの 

（２） 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

（３） 地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

（４） 障がい者自立支援給付関係情報

であって規則で定めるもの 

１２ 市長 住宅地区改良法（昭和３５年法律第

８４号）による改良住宅（同法第２

条第６項に規定する改良住宅をい

う。）の管理又は家賃若しくは敷金の

決定若しくは変更に関する事務であ

って規則で定めるもの 

（１） 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

（２） 地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

１３ 市長 児童扶養手当法による児童扶養手当

の支給に関する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定める

もの 

１４ 市長 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭

和３９年法律第１２９号）による資

金の貸付け、配偶者のない者で現に

児童を扶養しているもの若しくは寡

婦についての便宜の供与又は給付金

の支給に関する事務であって規則で

定めるもの 

（１） 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

（２） 地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

１５ 市長 特別児童扶養手当等の支給に関する

法律による特別児童扶養手当、障害

児福祉手当又は特別障害者手当の支

給に関する事務であって規則で定め

るもの 

（１） 障がい者関係情報であって規則

で定めるもの 

（２） 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

（３） 地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

１６ 市長 母子保健法（昭和４０年法律第１４

１号）による健康診査又は養育医療

の給付若しくは養育医療に要する費

地方税関係情報であって規則で定める

もの 
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用の支給に関する事務であって規則

で定めるもの 

１７ 市長 児童手当法（昭和４６年法律第７３

号）による児童手当又は特例給付（同

法附則第２条第１項に規定する給付

をいう。）の支給に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

（１） 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

（２） 地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

１８ 市長 高齢者の医療の確保に関する法律に

よる特定健康診査、特定保健指導又

は後期高齢者医療給付の支給若しく

は保険料の徴収に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

（１） 障がい者関係情報であって規則

で定めるもの 

（２） 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

（３） 地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

（４） 国民健康保険法による資格に関

する情報であって規則で定めるもの 

（５） 介護保険法による保険給付の支

給、地域支援事業の実施又は保険料の

徴収に関する情報（以下「介護保険給

付等関係情報」という。）であって規

則で定めるもの 

（６） 障がい者自立支援給付関係情報

であって規則で定めるもの 

１９ 市長 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律（平成６年法律第３０号）に

よる支援給付又は配偶者支援金の支

給に関する事務であって規則で定め

るもの 

（１） 障がい者関係情報であって規則

で定めるもの 

（２） 公営住宅法による公営住宅の管

理に関する情報であって規則で定め

るもの 

２０ 市長 介護保険法による保険給付の支給、

地域支援事業の実施又は保険料の徴

収に関する事務であって規則で定め

るもの 

（１） 医療保険給付関係情報であって

規則で定めるもの 

（２） 障がい者関係情報であって規則

で定めるもの 

（３） 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

（４） 地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

（５） 障がい者自立支援給付関係情報

であって規則で定めるもの 
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２１ 市長 健康増進法（平成１４年法律第１０

３号）による健康増進事業の実施に

関する事務であって規則で定めるも

の 

（１） 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

（２） 地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

（３） 高齢者の医療の確保に関する法

律による特定健康診査又は特定保健

指導に関する情報であって規則で定

めるもの 

２２ 市長 障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律による障

害福祉サービス等に係る利用者負担

の上限額の軽減に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定める

もの 

２３ 市長 障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律による自

立支援給付の支給又は地域生活支援

事業の実施に関する事務であって規

則で定めるもの 

（１） 障がい者関係情報であって規則

で定めるもの 

（２） 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

（３） 地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

（４） 特別児童扶養手当関係情報であ

って規則で定めるもの 

（５） 国民年金法（昭和３４年法律第

１４１号）、私立学校教職員共済法、

厚生年金保険法（昭和２９年法律第１

１５号）、国家公務員共済組合法又は

地方公務員等共済組合法による年金

である給付の支給又は保険料の徴収

に関する情報であって規則で定める

もの 

（６） 国民健康保険法による資格に関

する情報であって規則で定めるもの 

（７） 高齢者の医療の確保に関する法

律による高齢者医療の被保険者の資

格に関する情報で規則で定めるもの 

２４ 市長 子ども・子育て支援法による子ども

のための教育・保育給付若しくは子

育てのための施設等利用給付の支給

又は地域子ども・子育て支援事業の

実施に関する事務であって規則で定

（１） 障がい者関係情報であって規則

で定めるもの 

（２） 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

（３） 地方税関係情報であって規則で
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めるもの 定めるもの 

（４） 児童扶養手当関係情報であって

規則で定めるもの 

（５） 特別児童扶養手当関係情報であ

って規則で定めるもの 

２５ 市長 生活困窮者自立支援法による生活困

窮者住居確保給付金の支給に関する

事務であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定める

もの 

２６ 市長 生活に困窮する外国人に対する生活

保護の措置に関する事務であって規

則で定めるもの 

（１） 医療保険給付関係情報であって

規則で定めるもの 

（２） 障がい者関係情報であって規則

で定めるもの 

（３） 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

（４） 地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

（５） 公営住宅法による公営住宅の管

理に関する情報であって規則で定め

るもの 

（６） 児童扶養手当関係情報であって

規則で定めるもの 

（７） 特別児童扶養手当関係情報であ

って規則で定めるもの 

（８） 介護保険給付等関係情報であっ

て規則で定めるもの 

（９） 児童手当法による児童手当又は

特例給付の支給に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

（１０） 障がい者自立支援給付関係情

報であって規則で定めるもの 

２７ 市長 阿南市こどもの医療費の助成に関す

る条例による医療費の助成に関する

事務であって規則で定めるもの 

（１） 医療保険給付関係情報であって

規則で定めるもの 

（２） 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

（３） 地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

（４） 阿南市重度心身障がい者等に対

する医療費の助成に関する条例によ

る医療費の助成に関する情報であっ
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て規則で定めるもの 

２８ 市長 阿南市重度心身障がい者等に対する

医療費の助成に関する条例による重

度心身障がい者及びひとり親家庭の

父母等に対する医療費の助成に関す

る事務であって規則で定めるもの 

（１） 医療保険給付関係情報であって

規則で定めるもの 

（２） 障がい者関係情報であって規則

で定めるもの 

（３） 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

（４） 地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

（５） 児童扶養手当関係情報であって

規則で定めるもの 

（６） 特別児童扶養手当関係情報であ

って規則で定めるもの 

（７） 高齢者の医療の確保に関する法

律による医療の給付に関する情報で

あって規則で定めるもの 

（８） 中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に

関する法律による支援給付又は配偶

者支援金の支給に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

２９ 市長 阿南市災害弔慰金の支給等に関する

条例による災害弔慰金の支給等に関

する事務であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定める

もの 

３０ 市長 重度身体障害者住宅改造費助成金又

は重度身体障害者用自動車改造費助

成金の交付に関する事務であって規

則で定めるもの 

（１） 障がい者関係情報であって規則

で定めるもの 

（２） 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

（３） 地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

３１ 市長 病児・病後児保育の実施に関する事

務であって規則で定めるもの 

（１） 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

（２） 地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

３２ 市長 行政措置としての予防接種の実施に

関する事務であって規則で定めるも

の 

生活保護関係情報であって規則で定め

るもの 

３３ 市長 臨時福祉給付金支給事業の実施に関 地方税関係情報であって規則で定める



12/13 

する事務であって規則で定めるもの もの 

３４ 市長 軽度・中等度難聴児補聴器購入費の

助成に関する事務であって規則で定

めるもの 

（１） 障がい者関係情報であって規則

で定めるもの 

（２） 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

（３） 地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

３５ 市長 後見開始等の審判申立て及び費用等

の助成に関する事務であって規則で

定めるもの 

（１） 障がい者関係情報であって規則

で定めるもの 

（２） 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

（３） 地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

３６ 市長 小児慢性特定疾病児童等日常生活用

具の給付に関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定める

もの 

別表第３（第５条関係） 

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報 

１ 市長 生活保護法による保護の決定

及び実施又は徴収金の徴収に

関する事務であって規則で定

めるもの 

教育委員会 学校保健安全法（昭和３３年法

律第５６号）による医療に要す

る費用についての援助に関す

る情報であって規則で定める

もの 

２ 市長 生活に困窮する外国人に対す

る生活保護の措置に関する事

務であって規則で定めるもの 

教育委員会 学校保健安全法による医療に

要する費用についての援助に

関する情報であって規則で定

めるもの 

３ 教育委員

会 

学校保健安全法による医療に

要する費用についての援助に

関する事務であって規則で定

めるもの 

市長 （１） 生活保護関係情報であ

って規則で定めるもの 

（２） 地方税関係情報であっ

て規則で定めるもの 

４ 教育委員

会 

子ども・子育て支援法による

子どものための教育・保育給

付若しくは子育てのための施

設等利用給付の支給又は地域

子ども・子育て支援事業の実

施に関する事務であって規則

で定めるもの 

市長 （１） 障がい者関係情報であ

って規則で定めるもの 

（２） 生活保護関係情報であ

って規則で定めるもの 

（３） 地方税関係情報であっ

て規則で定めるもの 

（４） 児童扶養手当関係情報

であって規則で定めるもの 
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（５） 特別児童扶養手当関係

情報であって規則で定める

もの 

５ 教育委員

会 

特別支援教育就学奨励費の支

給に関する事務であって規則

で定めるもの 

市長 （１） 生活保護関係情報であ

って規則で定めるもの 

（２） 地方税関係情報であっ

て規則で定めるもの 

６ 教育委員

会 

就学援助費の支給に関する事

務であって規則で定めるもの 

市長 （１） 生活保護関係情報であ

って規則で定めるもの 

（２） 地方税関係情報であっ

て規則で定めるもの 

 


